
林業・木材産業収益力向上戦略策定業務委託仕様書 
 

１．委託業務名 

林業・木材産業収益力向上戦略策定業務 

 

２．業務の目的 

本県では、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、「伐って、使って、植えて、育てる」とい

う循環利用を通じて、林業・木材産業の持続的成長と健全な森林の維持を図ることが政策上の重

要課題となっている。しかしながら、本県の林業・木材産業は、木材価格の長期低迷や木材需要

の変化、担い手不足の深刻化などにより、長期にわたり厳しい経営環境にあり、収益力の大幅な

改善が急務となっている。 

このため県では、原木生産・加工・流通の各工程が個別に展開されてきた産業構造を抜本的に

見直し、各主体が緊密に連携することで、効率的で付加価値を最大化する一体的なサプライチェ

ーンへの転換を図り、地域経済の活性化や雇用創出につなげることを目指している。 

本業務では、県内林業・木材産業の構造改革を推進するための基盤構築に向けて、県産材サプ

ライチェーンに関わる事業者の実態調査、課題の分析、関係者が一体となって取り組むべき方向

性を整理した実効性のある戦略の提案、戦略の実行に向けた関係者の合意形成支援等を行う。 

 

３．履行期間 

契約締結の日から令和９年３月１５日まで 

 

４．委託業務の内容 

（１）木材生産・加工・流通実態調査 

山梨県産材のサプライチェーンに関わる事業者（主として、木材(素材)生産、原木流通、

木材加工[製材、合板、チップ等]、木材製品流通の分野）に対して、アンケート調査及びヒ

アリング調査を実施する。 

調査対象は、県内事業者を中心としつつ、関連する専門家や県外事業者も含めて選定する

こととし、発注者と協議の上で決定する。 

 

 ア アンケート調査 

木材(素材)生産から加工・流通に至る各段階の全体的な傾向と課題、需給構造等を把握す

ることを目的に、６０事業者程度を対象にアンケート調査を実施する。実施に際しては、効

率的に事業者から回答を得られるよう、Microsoft Forms等のオンラインツールを活用する。 

調査内容は、事業者の分野に応じて設問を設定することとし、発注者と協議の上で決定す

る。 

（設問項目の例） 

木材(素材)生産・加工・流通の実態や担い手対策、需給動向に関する課題を把握するため

の調査として 

・取扱樹種・数量・品質規格 

・生産・加工能力 

・機械稼働率・歩留まり 

・取引先・価格形成・収益構造 

・物流・供給体制 

・建築需要動向、付加価値の高い製品ニーズ 

・人員・賃金 

 

イ ヒアリング調査 

アンケート結果で抽出された傾向や課題等について、個別事業者の具体的事例に基づき深

掘りすることを目的に、アの調査対象から代表的な１０事業者程度を選定し、ヒアリング調

査を実施する。ヒアリングは、原則として受託者の現場訪問により実施するか、オンライン



ツールの併用も可とする。 

調査内容は、アンケート回答内容の詳細確認や背景情報の収集、現場での工程や課題把握

など、以降の分析に資する補足的なデータや情報の収集を主とする。 

加えて、高付加価値材需要を踏まえた加工・流通機能の高度化、収益構造改善等に関する

高度な知見を得るため、木材加工・流通の専門家を対象にヒアリング調査を実施する。 

 

（２）林業・木材産業の収益性や生産性に関する課題分析及び実効性のある戦略の提案 

ア 調査結果の分析 

（１）の調査結果を踏まえ、林業・木材産業の収益性や生産性について分析を実施する。

分析に際しては、国や近隣自治体の林業・木材産業政策の動向に加え、原木・木材製品の流

通実態も踏まえ、県内の林業・木材産業の相対的な位置付けが明確になるよう整理する。 

（想定される主な調査結果分析の項目） 

①戦略策定の背景と目的 

②県産材サプライチェーンの現状と課題 

③県産材サプライチェーンの将来像（ビジョン） 

④基本戦略 

⑤分野別アクションプラン 

⑥ロードマップ 

⑦戦略実行に向けた体制整備 

⑧期待される効果 等 

 

イ 戦略素案（中間報告）の作成 

アの分析を踏まえ、県内の林業・木材産業関係者が共有すべき、あるべき将来像を実現す

るための実効性のある戦略素案を、令和８年１０月末までに提出する。なお、戦略素案に

は、実施体制、分野毎のアクションプラン及びロードマップを含み、Ａ３版１枚程度の概要

版も作成するものとする。 

（想定される主な戦略素案の項目） 

・県産材流通の最適化モデル 

・中立的コーディネート機能の構築案 

・加工流通能力強化、設備更新支援等の方向性 

・県産材の高付加価値化と販路開拓戦略 

 

（３）戦略の実行に向けた環境整備のための成果品の作成 

 （２）で作成した戦略素案について、実行に向けた環境整備を目的として、委託者が主催す

る県職員及び森林・林業関係者向けの勉強会やワークショップ等に説明者として参加する。こ

の際、戦略素案に関連する県内外の優良事例の共有や、予算・ツールの提案等を行うことによ

り、県職員及び関係者の知見や資質の向上を図る。 

 また、勉強会等の参加者から得られた意見やフィードバックを基に、戦略素案を修正及び精

緻化し、成果品及びＡ３版１枚程度の概要版を作成する。 

 本案の項目は以下を例とし、詳細は別途協議する。 

 

（４）想定スケジュール 

 本業務は、概ね次の工程で実施する。ただし、現時点で想定する工程であり、詳細は発注者

と協議の上で決定する。 

 ・アンケート及びヒアリング調査： ５月～７月 

 ・実態調査の分析・戦略素案の作成： ８月～10月 

 ・戦略実行に向けた環境整備等：  11月～3月 

  



 

５．成果品本業務に関する成果品は次のとおりとし、詳細は契約時に委託者と協議のうえ、決定

するものとする。 

（１）成果品の内容 

 本委託業務で取得又は作成した全ての資料（図表、打合せ資料、調査データ、ヒアリング記

録を含む。）を整理し、報告書としてとりまとめること 

（２）提出形式 

 （１）の電子データをWindows対応の電子媒体（CD-R等）により格納して提出すること。データ

は基本的に編集可能な形式（Microsoft Word、Excel、PowerPoint等）及び印刷可能な解像度の

PDF形式で納入すること 

（３）提出期限 

 中間報告 令和８年１０月３０日    

本業務における成果品一式 令和９年３月１５日 

 

６．留意事項 

（１）実施方法や進捗状況の確認等、業務の円滑な実施のため、定期的に山梨県と連絡調整を行

うものとし、具体的なスケジュール・場所等については、受注者と発注者とで協議して決定

する。ただし、発注者の承諾を得た場合、Web会議や電話等による応対も可能とする。 

（２）業務の全部又は一部を第三者に委託することは原則として認めない。ただし、一部につい

てあらかじめ書面により山梨県の承認を得たときは、この限りではない。 

（３）受注者は、本業務の遂行にあたり、第三者の名誉や信用を毀損する行為（そのおそれがあ

る行為を含む。）やその他不適切な行為が行われないよう十分に注意を払うものとし、かか

る事態が生じた場合は一切の責任と費用負担を負うものとする。 

（４）作成する資料において、法令、外部資料及びデータの出典等については、全て明確にし、

必要な手続きは受託者において行うこと。 

（５）本業務の成果品（電子データを含む。）の所有権や著作権は、原則として全て山梨県に帰

属する。また、山梨県は、成果物等の全てについて業務上必要な範囲で改変し、又は二次利

用する権利を有するものとする。ただし、受注者が従来から権利を有していた受注者固有の

知識、技術等に関する権利については、受注者に留保するものとし、対応方法については、

必要に応じて県と協議して定めるものとする。 

（６）受注者は、本業務の実施上知り得た情報等を、第三者に漏洩してはならない。秘密を保持

するとともに、契約目的以外に使用しないこと。 

（７）本業務の実施にあたって、県が提供するデータは、業務完了後に受託者において確実な方

法により廃棄処分すること。 

（８）委託料のほか、本委託業務を実施するに当たって必要となる経費は、受託者が負担するこ

と。 

（９）受注者は、本業務の他に県が実施する事業に関して、県が協力の要請を求めた場合は、本

業務の執行に差し障りのない範囲で協力するよう努めること。 

（10）本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、その都度、県

と協議してこれを定めるものとする。 

 

７．参考 

本業務に関連する山梨県の主要計画 
１．やまなし森林整備・林業成⻑産業化推進プラン（令和 2 年策定、令和 6 年 2 月改定） 

URL：<https://www.pref.yamanashi.jp/shinrin-ss/shinrin_plan/shinrin_ringyou_plan.html>  
２．県産木材の利用の促進に関する基本方針（令和 2 年策定、令和 5 年 3 月変更） 

URL：<https://www.pref.yamanashi.jp/ringyo/6213.html>  
  



 
３．山梨県森林環境保全基金事業 第 3 期計画 

URL：<https://www.pref.yamanashi.jp/shinrin-ss/shinzei/shinzei-torikumi.html>  
４．地域森林計画（富士川上流・中流・山梨東部） 

URL：<https://www.pref.yamanashi.jp/shinrin-sb/chiiki_shinrin.html> 
５．山梨県林業労働力確保促進基本計画（令和 6 年変更） 

URL：<https://www.pref.yamanashi.jp/ringyo/ninaite/kihonkeikaku.html> 
 

 

 

 

 

 



 


